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１．計画の前提条件 

 

1-1 計画の背景・目的 

本町では、昭和40年代から平成初頭にかけて園部、割田、本桜の3か所の公営住宅、

令和元年にアモーレ・グランデ基山の1か所の地域優良賃貸住宅を建設し、現在はこ

れら4団地で277戸の公営住宅等を管理している。 

我が国の住宅政策においては、少子高齢化など社会状況の変化への対応や、高度経

済成長期を中心に大量に供給された住宅ストックの更新、長寿命化による活用などが

課題となっており、本町においても、これらの課題に対応し、公営住宅ストックの有

効活用と適正な維持管理に取り組んでいく必要がある。とくに、少子高齢化の急速な

進行や厳しい財政状況下にあっては、住宅セーフティネットとしての公営住宅の位置

付けを整理し、公営住宅への需要に的確に対応していくことが求められる。 

このような背景・認識のもと、住宅政策の方向性及び公営住宅の役割を見直し、各

団地を長期的に活用していくための長寿命化型改善等の具体的方策を検討し、公営住

宅等長寿命化計画を策定するものである。 

 

1-2 計画期間 

公営住宅等長寿命化計画においては、管理するストック全体の点検・修繕・改善

サイクル等を勘案し一定の計画期間を確保する必要がある。 

本計画では、計画期間は 10 年（令和 2 年度～11 年度）と設定し、社会情勢の変

化や事業の進捗状況等を踏まえ 5年を目途に見直しを行うものとする。 

 

1-3 上位関連計画 

1-3-1 計画の位置付け 

本計画は、住宅政策の上位計画である佐賀県住生活基本計画（計画期間：H28～R7）、

行政の最上位計画である第 5次基山町総合計画（計画期間：H28～R7）や、まちづく

りの上位計画である基山町都市計画マスタープランとの整合・連携を図る。 

 

 

  

指針 

基山町総合計画 

基山町公共施設
等総合管理計画 

基山町公営住宅等長寿命化計画 

＜国の計画＞ 
・公営住宅等 
長寿命化計画 
策定指針 

＜関連計画＞ 
・基山町都市計画 
マスタープラン 等 

＜国の計画＞ 
・住生活基本計画 
 （全国計画） 

 
＜県の計画＞ 

・佐賀県住生活 
基本計画 
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1-3-2 国や県の公営住宅に関する政策動向 

国においては、住宅政策全体の柱となる住生活基本計画（全国計画）を平成 18

年に策定し、平成 28年にその見直しを行っている。公営住宅に関係する部分として、

同計画の目標の一つに「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」が

掲げられており、公営住宅等の公的賃貸住宅に民間賃貸住宅を含めた、重層的かつ

柔軟な住宅セーフティネットの構築を目指すことが示されている。 

また、平成 23年 5月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（通称：地域主権一括法）」によ

り、公営住宅の整備基準と入居収入基準が条例委任されるとともに、入居に係る同

居親族要件が廃止された。 

また、県の公営住宅に関する政策・考え方としては、佐賀県住生活基本計画にお

いて、下記に示すような県と市町の役割分担が示されており、本町における公営住

宅の運用を行っていく上での基本的考え方として、参照していく必要がある。 

 

＜公営住宅の供給等における県と市町の主な役割（佐賀県住生活基本計画）＞ 
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２．基山町の住宅事情の整理 

 

2-1 基山町の住宅を取り巻く状況 

2-1-1 人口・世帯数の推移 

人口は平成 2年から平成 7年頃にかけて大きく増加し、その後、平成 12年頃をピ

ークに減少に転じている。世帯数は増加傾向にあるが、世帯人員は減少傾向となっ

ている。 

 

＜長期で見た人口・世帯数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 国勢調査 ） 

 

2-1-2 年齢 3区分別人口の推移 

老年人口比率（65歳以上）の増加と年少人口比率（14歳以下）の低下が見られ、

少子高齢化が進行している。 

＜年齢 3区分別人口の比率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 国勢調査 ）  
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2-1-3 高齢者（65歳以上）を含む世帯 

高齢者を含む世帯の比率は 45.4％と、佐賀県全体と比べ、低い割合となっている。

世帯人員の内訳では、2人世帯の比率が高くなっている。 

 

＜65歳以上の高齢者がいる世帯（世帯人員別）の比率＞ 

※全世帯数に対し、高齢者を含む世帯が何％を占めるか、世帯人員の内訳と共に示したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 27 年国勢調査） 

 

2-1-4 人口の昼夜間比率 

人口の昼夜間比率は 93.3％で、町外への通勤・通学の流出が多くなっている。 

 

＜昼夜間比率（昼間人口/夜間人口）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 27 年国勢調査）  
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2-1-5 従業・通学人口 

従業・通学人口の内訳としては、「町内」と「他県」が多くなっているが、いず

れも減少傾向となっている。 

 

＜通勤・通学先別に見た常住人口＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 27 年国勢調査） 

 

2-1-6 空家の状況 

町内の住宅における空家率は 11.2％で、県内においては、比較的低い値となって

いる。 

＜県内及び近隣市での空家率の比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 30 年住宅・土地統計調査）  
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2-1-7 住宅の所有関係 

佐賀県全体に比べ、持ち家世帯、公営・都市再生機構・公社の借家世帯比率が高

くなっており、民営の借家世帯の比率は低くなっている。 

＜住宅の所有関係＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 27 年国勢調査） 

 

2-1-8 住宅の面積（所有関係別） 

持ち家世帯では 100㎡以上が 8割程度を占め、公営・都市再生機構・公社の借家

世帯では 50～69 ㎡が 8 割を占めている。民営の借家世帯、給与住宅世帯では、70

㎡未満の占める比率が高く、持ち家や公営・都市再生機構・公社の借家に比べ、住

宅の面積が低くなっている。 

 

＜住宅の面積（所有関係別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 27 年国勢調査）  
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2-1-9 住宅の居住水準 

6 割程度の世帯が誘導居住水準を満たしているが、それに満たない世帯が 3 割程

度見られる。また、最低居住水準に満たない世帯が約 5％を占める。 

 

＜住宅の居住水準の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 30 年住宅・土地統計調査） 

 

2-1-10 住宅の建設年代と構造 

年代別では平成 3年から平成 12年にかけての建設住宅が多い。構造別では、昭和

56年から平成 12年までは防火木造が多く、それ以降は鉄骨造が多くなっている。 

 

＜住宅の建設年代（構造別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 30 年住宅・土地統計調査） 

4.5%

4.9%

30.1%

28.9%

65.4%

66.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

佐賀県

基山町

最低居住面積水準未満の世帯

最低居住面積水準以上で誘導面積水準未満の世帯

誘導居住面積水準以上の世帯

310

370

400

370

230

120

60

130

190

360

700

340

170

90

150

140

160

30

30

10

330

700

350

390

 0  500  1,000  1,500  2,000  2,500

S45年以前

S46～55年

S56～H2年

H3～H12年

H13～22年

H23～27年

H28～30年9月

木造（防火木造を除く) 防火木造 鉄筋・鉄骨コンクリート造 鉄骨造

（戸）



 

- 8 - 

2-1-11 住宅のバリアフリー化状況 

専用住宅の持ち家では何らかのバリアフリー設備が整っている割合が 7割となっ

ており、専用住宅の借家及び店舗その他の併用住宅では 5割以上の住宅において、

高齢者等のための設備が整っていない。 

 

＜高齢者等のための設備がある住宅の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 30 年住宅・土地統計調査） 

 

2-1-12 住宅の建設動向 

町内での住宅建設戸数は、持ち家と貸家が建設戸数のほとんどを占めている。持

ち家の建設戸数は年間 40～80戸程度で推移し、貸家の戸数は大きく変動している。 

 

＜着工新設住宅数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐賀県資料：新設住宅着工戸数一覧）  
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2-2 公営住宅ストックの現況 

2-2-1 公営住宅３団地の概要 

公営住宅は園部団地 27棟 67戸、割田団地 3棟 60戸、本桜団地 5棟 120戸であり、

3団地で計 247戸（35棟）となっている。 

3 団地の立地環境は異なっており、園部団地は鳥栖筑紫野道路付近の市街化調整区

域内に、割田団地は JR基山駅前に、本桜団地は丘陵部の造成宅地内に立地している。 

 

 

 

＜各団地の位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国土地理院地図） 
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2-2-2 園部団地 

園部団地に関する基本情報について以下に整理する。 

＜園部団地の概要＞ 

住棟・住戸の概要 

 

入居状況 

（R1.12 月末） 
入居戸数 52 戸 （政策空家 15 戸） 

敷地面積 15,865.2 ㎡ 

都市計画指定 市街化調整区域 容積率/建ぺい率：100/60 都市計画事業：なし 

共同施設 集会所、児童遊園、駐車場、排水処理施設 

主な修繕等履歴 住戸規模の改善（2 戸 1 化）、屋根改修（H6～H12） 

間取タイプ 

■3LDK（S41-44） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2K（S41-44）         ■2DK（S49） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設年度 構造 棟数 戸数 住戸専用面積

Ｓ４１ 簡易耐火・平屋 5 13 64㎡、32㎡
Ｓ４２ 簡易耐火・平屋 8 18 64㎡、32㎡
Ｓ４３ 簡易耐火・平屋 7 19 64㎡、32㎡
Ｓ４４ 簡易耐火・平屋 6 13 64㎡、32㎡
Ｓ４９ 簡易耐火・平屋 1 4 41㎡
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2-2-3 割田団地 

割田団地に関する基本情報について以下に整理する。 

＜割田団地の概要＞ 

住棟・住戸の概要 

 

入居状況 

（R1.12 月末） 
入居戸数 56 戸（募集空家 4 戸） 

敷地面積 3,524.79 ㎡ 

都市計画指定 第一種住居地域 容積率/建ぺい率：200/60 都市計画事業：なし 

共同施設 駐車場、汚水処理施設 

主な修繕等履歴 外壁等落下防止（H3）、屋上防水改修（H22）、外壁改修（H26） 

間取タイプ 

■RC-1棟 

 

 

 

 

 

 

■RC-2棟 

 

 

 

 

 

 

 

■RC-3棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

住棟 建設年度 構造 棟数 戸数 住戸専用面積

RC-1 Ｓ４６ 中層耐火（４F） 1 16 43㎡
RC-2 Ｓ４７ 中層耐火（４F） 1 20 46㎡
RC-3 Ｓ４８ 中層耐火（４F） 1 24 46㎡
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2-2-4 本桜団地 

本桜団地に関する基本情報について以下に整理する。 

＜本桜団地の概要＞ 

住棟・住戸の概要 

 

入居状況 

（R1.12 月末） 
入居戸数 87 戸 （募集空家 33 戸） 

敷地面積 【1～5 棟】7,778.55 ㎡  【6 棟】1,870.46 ㎡ 

都市計画指定 第一種住居地域 容積率/建ぺい率：200/60 都市計画事業：なし 

共同施設 児童遊園、駐車場 

主な修繕等履歴 
外壁塗装改修(H8)、外壁等落下防止(H11-13)、屋上防水改修(H21-22)、 

給水設備（H29）、外壁改修（R 元） 

間取タイプ 

■RC-1棟 

 

 

 

 

 

■RC-2、RC-3棟 

 

 

 

 

 

 

 

■RC-5、RC-6棟 

 

 

 

 

 

 

 

住棟 建設年度 構造 棟数 戸数 住戸専用面積

RC-1 Ｓ５４ 中層耐火（４F） 1 24 55㎡
RC-2 Ｓ５５ 中層耐火（４F） 1 24 55㎡
RC-3 Ｓ５７ 中層耐火（４F） 1 24 62㎡
RC-5 Ｓ５９ 中層耐火（４F） 1 24 62㎡
RC-6 Ｈ  １ 中層耐火（４F） 1 24 64㎡
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【参考】 アモーレ・グランデ基山 

アモーレ・グランデ基山に関する基本情報について以下に整理する。 

＜アモーレ・グランデ基山の概要＞ 

住棟・住戸の概要 

 

入居状況 

（R1.12 月末） 
入居戸数 30 戸 （募集空家 0 戸） 

敷地面積 2,241.70 ㎡ 

都市計画指定 商業地域 容積率/建ぺい率：400/80 都市計画事業：なし 

共同施設 駐車場・コミュニティルーム 

主な修繕等履歴 ― 

間取タイプ 

■Ａタイプ           ■Ｂタイプ 
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2-2-5 各団地の設備の状況 

各団地の設備等の状況について以下に整理する。浴室関連設備について、浴槽およ

び風呂釜は本桜の 5棟、6棟を除いて入居者自己負担となっている。3点給湯設備はい

ずれの住棟も整備されていない。住戸内などの高齢化対応はいずれの住棟でも整備さ

れていないが、割田団地、本桜団地では住棟階段室に手摺を設置済みである。 

 

＜各団地の設備の状況＞ 

 

 

2-2-6 各団地の耐用年限経過状況 

公営住宅の法定耐用年限は、耐火造で 70年、簡易耐火造(２階建)で 45年、簡易耐

火造(平屋建)または木造で 30年となっている。耐用年限経過状況は、令和２年時点で、

園部団地は既に耐用年限を経過しており、割田団地についても耐用年限の２/３を経過

している。また、本桜団地のほとんどの住棟で本計画の期間内に耐用年限の２/３を経

過する。 

 

＜各団地の耐用年限経過状況＞ 

団地 構造 
建設後経過年数 

（R2 時点） 

同経過年数 

（R11 時点） 

計画期間内における 

耐用年限経過状況 

園部 簡易耐火 46～54 年 55～63 年 耐用年限経過 

割田 中層耐火 47～49 年 56～58 年 耐用年限の 2/3 経過 

本桜 中層耐火 31～41 年 40～50 年 耐用年限の 1/2～2/3経過 
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2-2-7 各団地の入居者年齢層 

園部団地ではとくに高齢化が進み、60代以上の入居者が約７割を占めている。本桜

団地では若年層の比率が高く、40代までの居住者で約４割を占める。割田団地は、園

部、本桜団地の中間程度の年齢構成となっている。 

＜入居者の年齢層（R1.12月末）（地域優良賃貸住宅を除く）＞ 

 

2-2-8 入居者の収入状況 

入居者の収入分位別割合を見ると、第 1 分位が 71.28％と大半を占め、第 4 分位まで

の原則階層が 82.56％となっている。また、収入超過者（第 7分位以上）が約 12％とな

っている。 

＜ 収入分位別世帯数・割合（地域優良賃貸住宅を除く） ＞ 

 

 

3.4 14.9

3.6

5.8

21.8

21.4

13.5

12.6

14.3

11.5

23.0

28.6

15.4

14.9

28.6

36.5

9.2

3.6

17.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本桜団地

割田団地

園部団地

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上
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2-2-9 公営住宅への入退去の状況 

近年の入退去の状況は、入居が年間平均８件程度、退去が 15件程度となっている。 

 

＜ 近年の入退去件数 ＞ 

・園部団地については平成 27年 10月から入居募集停止 

 

2-2-10 町内に立地する県営住宅の状況 

本桜団地に隣接して県営住宅が 3棟、72戸立地している。 

 

＜ 県営本桜団地の概要（R１.12月末）＞ 
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３．入居者意向調査 

 

3-1 調査の実施概要 

今後の居住に対する意向や公営住宅ストックにおける居住上の課題などを計画に反

映させることを目的として、今後、長寿命化を図る割田団地・本桜団地入居世帯を対

象にアンケート調査を実施した。 

 

調 査 対 象：公営住宅（割田団地・本桜団地）入居世帯（143世帯） 

調 査 方 法：団地管理人を通じた調査票の配布・回収 

調 査 時 期：令和２年１月 

調 査 構 成：問１ 世帯の状況（世帯主年齢、世帯人員、家族構成等） 

       問２ 入居住戸の状況（居住環境に対する満足度） 

       問３ 維持管理や整備のあり方（修繕・建替え等の必要性） 

       問４ 居住意向（今後の居住意向、建替えとなった場合の意向等） 

 

■調査票回収結果 

調査票配布数 回 収 数 回 収 率 

１４３票 １０１票 ７０.６％ 

 
 

■団地別回収状況 

 

 

 

 

55

46

0 10 20 30 40 50 60

本桜団地

割田団地

（世帯）
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3-2 調査結果 

3-2-1 回答者属性 

■問 1-2 世帯主の年齢 

60 歳代が最も多く、26 人（25.7％）との結果となった。次に 70 歳代が多く 21 人

（20.8％）との結果となった。 

 

 

■問 1-3 入居年数 

「30年以上」の回答が 23世帯（22.8％）と最も多く、次いで「20年～30年未満」、

「10～20年未満」がともに 20％程度を占めるなど、長期入居者の割合が高い。 

 

 

 

4

10

21

26

13

16

10

1

0 5 10 15 20 25 30

未回答

80歳以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

（人）

5

23

21

20

15

12

5

0 5 10 15 20 25

未回答

30年以上

20～30年未満

10～20年未満

5～10年未満

1～5年未満

1年未満

（世帯）
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■問 1-4 世帯の居住人数 

「1人」の回答が 36世帯（35.6％）と最も多く、次いで「2人」が 33世帯（32.7％）

となっており、この 2つで半数以上を占める。残りについては、居住人数が増加する

に従い、割合が低下している。 

 

■問 1-5 世帯の家族構成 

割田団地は「ひとり暮らし」世帯、本桜団地は「ひとり親と子ども」世帯が最も多

い結果となっている。 

8

6

9

23

0 5 10 15 20 25

ひとり親と子ども

夫婦と子ども

夫婦のみ

ひとり暮らし

（世帯）

世帯家族構成（割田団地）

4

1

2

18

8

9

13

0 5 10 15 20 25

未回答

その他

3世代同居

ひとり親と子ども

夫婦と子ども

夫婦のみ

ひとり暮らし

（世帯）

世帯家族構成（本桜団地）

4

3

12

13

33

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

未回答

5人

4人

3人

2人

1人

（世帯）
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■問 2-1 住まいに対する評価 （割田団地） 

割田団地では、「床・壁・天井などの傷み具合」に対する不満度が特に高く、次いで

「便所や浴室の使いやすさ」、「水回り設備（水栓・流し台等）の傷み具合」などにつ

いても不満が多く見られる。 

一方で「日当たりや風通し」や「住宅の広さや間取り」、「収納の広さ」などの項目

については満足度が高くなっている。 

 

【割田団地】 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

28.3

19.6

41.3

60.9

26.1

50.0

23.9

13.0

21.7

17.4

13.0

10.9

8.7

6.52

17.4

15.2

34.8

43.5

34.8

65.2

56.5

65.2

47.8

30.4

54.3

30.4

39.1

41.3

39.1

2.2

2.2

4.3

2.2

2.17

2.2

4.3

2.2

2.2

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

駐車場・駐輪場の環境

住戸内の電気容量

配管の詰まり、排水不良

水回り設備（水栓・流し台等）の傷み具合

床・壁・天井などの傷み具合

段差、手すりなどバリアフリーへの対応

便所や浴室の使いやすさ

収納の広さ

日当たりや風通し

住宅の広さや間取り

不満 満足 問題なし 未回答
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■問 2-1 住まいに対する評価 （本桜団地） 

本桜団地では、「床・壁・天井などの傷み具合」、「水回り設備（水栓・流し台等）の

傷み具合」のほか、「便所や浴室の使いやすさ」が特に不満度の高い項目となっている。 

また、「排管の詰まり、排水不良」や「住戸内の電気容量」、「駐車場・駐輪場の環境」

などの項目についても、不満がやや多くなっている。 

一方で「住宅の広さや間取り」や「日当たりや風通し」、「収納の広さ」などの項目

については満足度が高くなっている。 

 

【本桜団地】 

 

 

 

 

 

 

 

29.1

29.1

52.7

65.5

72.7

27.3

70.9

16.4

18.2

10.9

7.3

3.6

3.6

1.8

1.82

3.6

3.6

18.2

16.4

27.3

52.7

54.5

32.7

23.6

10.9

58.2

16.4

52.7

54.5

49.1

10.9

12.7

10.9

9.1

14.55

10.9

9.1

12.7

10.9

12.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

駐車場・駐輪場の環境

住戸内の電気容量

配管の詰まり、排水不良

水回り設備（水栓・流し台等）の傷み具合

床・壁・天井などの傷み具合

段差、手すりなどバリアフリーへの対応

便所や浴室の使いやすさ

収納の広さ

日当たりや風通し

住宅の広さや間取り

不満 満足 問題なし 未回答
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■問 3-1 住宅の整備に対する意向 

団地別に見ると、割田団地・本桜団地ともに、住戸内の修繕・改善に対する要望が

多い。 

 

 

 

   【世帯主年齢別】 

 

 

34

22

4

1

11

9

5

14

1

0 10 20 30 40 50 60

本桜団地

割田団地

（世帯）
住戸内の修繕・改善が必要

共用部分（階段など）について修繕・改善が必要

全面的な建替が必要

今のままでよい

未回答

3

6

13

15

7

7

5

1

1

1

1

1

4

3

7

5

1

1

3

6

6

2

1

1

0 5 10 15 20 25 30

未回答

80歳代以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

（世帯）住戸内の修繕・改善が必要

共用部分（階段など）について修繕・改善が必要

全面的な建替が必要

今のままでよい

未回答
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■問 3-2 優先的整備が必要と思う点 

団地別に見ると、各団地に共通して、「窓やドアの結露・すきま風の対策」、「たたみ

や壁など内装の改善」、「浴室やトイレのバリアフリー対応」が多く選ばれている。こ

れら以外にも、「給湯器など水回り設備の改善」や「電気容量の増強」なども選択され

ている。 

 

【割田団地】 

 

 

【本桜団地】 

 

 

 

5

3

10

17

17

12

14

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

その他

駐輪場や駐車場の整備

電気容量の増強

窓やドアの結露・すきま風の対策

たたみや壁など内装の改善

給湯器など水回り設備の改善

浴室やトイレのバリアフリー対応

階段や通路の段差解消や手すりの設置

（世帯：複数回答）

10

6

5

37

28

25

22

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

その他

駐輪場や駐車場の整備

電気容量の増強

窓やドアの結露・すきま風の対策

たたみや壁など内装の改善

給湯器など水回り設備の改善

浴室やトイレのバリアフリー対応

階段や通路の段差解消や手すりの設置

（世帯：複数回答）



 

- 24 - 

 

■問 4-1 居住継続（転居）に関する意向 

団地別に見ると、割田団地では、「ずっと住み続けたい」との回答が６割程度を占め

るなど、本桜団地に比べ定住意向が高い。 

世帯主年齢別に見ると、若年層ほど転居意向の割合が高く、60 歳代や 70 歳代など

高齢者層において定住意向が高めになっている。 

 

 【団地別】 

 

 

   【世帯主年齢別】 

 

16

28

28

12

2

1

9

5

0 10 20 30 40 50 60

本桜団地

割田団地

（世帯）
ずっと住み続けたい 当分は住むが将来は未定

転居の予定（この先１~２年） いずれは転居したい

2

5

16

15

4

2

1

5

4

10

7

8

5

2

1

1

1

1

2

4

4

1

0 5 10 15 20 25 30

未回答

80歳代以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

（世帯）

ずっと住み続けたい 当分は住むが将来は未定

転居の予定（この先１~２年） いずれは転居したい
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■問 4-2 定住の理由 

「ずっと住み続けたい」、「当分は住むが将来は未定」と回答した理由としては、「家

賃が安いから」との意向が多く見られた。その他は「住み慣れているので離れたくな

いから」との意見が多かった。 

 

 

■問 4-2 転居した場合の住まい 

転居後の住まいとして、「民間の借家に移りたい」との意向が多く見られる。その他

の意見はほぼ同数であった。 

 

  

3

2

2

1

1

4

0 1 2 3 4 5

その他

子どもや親の家

他市町で家を買いたい

町内の他の公営住宅

福祉施設等に移りたい

民間の借家

（世帯）

1

8

22

1

5

47

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

未回答

その他

住み慣れているので離れたくないから

近所づきあいに満足しているから

広さや間取りに満足しているから

家賃が安いから

（世帯）
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４．住宅政策の基本方針 

 

4-1 住宅政策 

4-1-1 住宅政策に関する課題 

本町の住宅を取り巻く現状などを踏まえ、住宅政策に関する課題を以下のように整

理する。 

 

①人口減少と少子高齢化への対応 

・本町は福岡都市圏における住宅地域として、まとまった宅地開発が行われてきた。

過去、平成 11年をピークに人口が減少に転じていたが、平成 28年頃から人口が増

加に転じている。近隣市町を含めて事業所立地の動きもあることから、民間住宅の

供給やミニ開発も継続的に見られる。 

・県下の多くの自治体で高齢化が進んでおり、本町においても高齢化の進展が見られ、

高齢化への対応や生産年齢人口の定住促進に関する取組みが必要である。一方で、

住宅ストックに関して、県下で比較して見ると、空家率は低い状態を保っている。 

・今後とも、大都市への近接性・利便性の面と、豊かな自然環境・住環境を両立させ

た地域として、人口の定着化を図り、地域の活力を維持・向上させていく取組みが

必要である。 

・また、平成初期に開発された大規模住宅団地においては、一斉に高齢化や、住宅の

老朽化が進むことから、これらの地域において、安心して住み続けられるまちづく

りを進めていくことが求められる。 

 

②良質な住宅ストックの形成と、安全・安心な地域づくり 

・本町は都市部に位置しながらも、持家率は 7割を超え、県内郡部の比率に近い値と

なっている。また、住宅の面積で見た居住水準についても、恵まれた住宅条件であ

ると言える。 

・一方で、バリアフリー設備のない住宅の比率は借家を中心に高くなっている。今後

一層の高齢化が見込まれる中で、持家・借家を問わず、ライフステージに対応した

多様な住宅環境を整えていく必要性が高まっている。 

・近年の度重なる災害の発生により、防災安全性などに対する意識が一層高まってい

る。本町では新耐震基準（S56）以前の住宅ストックも多く見られることから、住宅

の耐震面など、安全・安心の向上を図っていく必要がある。 
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③公営住宅ストックの長寿命化と円滑な更新 

・公営住宅 3団地の老朽化が進む中、計画的な建替えや修繕・改善、適切な維持管理

を図っていく必要がある。 

・園部団地に比べ、若年層の比率が比較的高い割田団地、本桜団地については、定住

の受け皿として今後とも適切な維持管理を行っていく必要がある。また、老朽化が

進むとともに、高齢化率が高い園部団地については、入居者意向を踏まえた円滑な

更新を進めていく必要がある。 

・また、本町の特性である大都市への近接性や交通利便性などの面から見て、民間住

宅の新規立地が今後も見込めることから、これらの開発の動きとも連携しつつ、こ

れまでの「量」の確保から「質」の確保への転換を図り、高齢者世帯など誰もが安

心して、快適に住み続けられる重層的な住宅セーフティネットを形成していくこと

が必要である。 

 

 

4-1-2 住宅政策に関する基本的な考え方 

住宅政策に関する課題のほか、佐賀県住生活基本計画の内容を踏まえた上で、住宅

政策に関する基本的な考え方を以下のとおり整理する。 

 

【基山町における住宅政策の課題】        【佐賀県住生活基本計画（基本目標）】 

①人口減少と少子高齢化への対応 

②良質な住宅ストックの形成と、安全・安心な

地域づくり 

③公営住宅ストックの長寿命化と円滑な更新 

 Ⅰ 地域に安心して住み続けられる暮らしの実現 

Ⅱ 次の世代まで引き継ぐことができる質の高い住宅ストッ

クの形成 

Ⅲ 佐賀の特徴を活かした持続可能な住まいと地域づくり 

 

 

 

【住宅政策の基本目標】 

１ 安心・安全・快適に住み続けられる住まいづくり 

２ 住宅ストックの有効活用による暮らしの安心の提供 

３ 都市の利便性と自然の豊かさを両立させた、魅力ある地域づくり 
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【住宅政策の展開方向】 

１ 安心・安全・快適に住み続けられる住まいづくり 

・安全、良質で耐久性の高い住宅の普及 

・風水害や火災に強く耐震性の高い住宅の普及 

・古い住宅における居住水準の向上、耐震性の強化 

・福祉施策との連携による高齢者向けの居住支援、障がい者の自立支援 

・所得水準や世帯構成など、多様な居住形態に応じた住宅の提供 

・環境負荷の少ない省エネな住まいづくりへの誘導 

・民間事業者との連携（民間借上げ住宅、サービス付き高齢者向け住宅の供給等） 

・民間住宅のバリアフリー対応など、地域内での居住継続のための支援 

 

２ 住宅ストックの有効活用による暮らしの安心の提供 

・公営住宅の適正な維持管理、更新による住宅セーフティネットの形成 

・民間借家の適正な管理と有効活用 

・地域内の空き家の有効活用と適正な維持管理 

・マンションの適正な管理や修繕等に向けての支援、啓発 

（公営住宅関連） 

・公営住宅の適正な管理と計画的な長寿命化の推進 

・「量」の確保から「質」の確保への転換による快適な住宅の供給 

・公営住宅本来の目的である住宅困窮の低所得者に対する的確な供給 

・高齢者等の生活に対応した住宅の整備 

・地域の需要に応じた子育て支援施設や福祉施設等の併設 

・若年層の需要への対応と、団地内でのソーシャルミックス（多世代居住）の推進 

・民間借家との連携（民間住宅借上げ等）、民間活力の導入（PFI事業等） 

 

３ 都市の利便性と自然の豊かさを両立させた、魅力ある地域づくり 

・高齢者や子育て世帯などに配慮した、利便性に優れた安全な住環境の整備 

・若年層の定住を促進するためのにぎわい創出 

・農地や自然環境の保全と計画的な土地利用の推進 

・道路、下水道、公園、駐車場、集会所などの公共基盤施設の充実 

・災害に強い安全な市街地の形成と、安全・安心に関する情報提供充実 

・住環境の保全と良好な街並み景観の形成 
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4-2 公営住宅の長寿命化に関する基本方針 

4-2-1 ストックの状態の把握及び日常的な維持管理の方針 

適切なストックマネジメントの基盤として、公営住宅等ストックの状況を的確に把

握し管理することが重要である。公営住宅等の状態をより効率的、効果的な把握を行

い、管理へと活かしていくために、以下の方針を設定する。 

 

○公営住宅の定期的な点検とともに、管理者による日常的な点検を実施する 

○公営住宅の整備・管理等の状況については、住棟単位で整理する 

○修繕等に関する履歴データについて蓄積し、効率的な維持管理に活用する 

 

 

4-2-2 長寿命化及びライフサイクルコスト縮減に関する方針 

公営住宅等ストックの長寿命化を図るためには、建物の老朽化や劣化による事故、

居住性の低下等を未然に防ぐ、予防保全的な維持管理が重要である。予防保全の観点

に基づく日常的な保守点検や計画修繕、改善事業の充実によりストックの長寿命化を

図ることは、従来型の短いサイクルでの更新と比べ、ライフサイクルコストの縮減に

もつながることから、以下の方針を設定する。 

 

○予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善を実施することによって、公

営住宅の長寿命化を図る 

○仕様のグレードの向上等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実践による

修繕周期の延長などによってライフサイクルコストの縮減を図る 

○定期点検を充実し、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐとともに、修繕

や改善の効率的な実施につなげる 
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５．団地別・住棟別活用計画 

 

5-1 ストック活用手法の選定フロー 

ストックの活用手法の選定について、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28

年 8 月改定）（国土交通省）」に基づき、下記のフローに従って行うものとします。 

 

＜ストック活用手法の選定フロー＞ 
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- 32 - 

5-2 将来ストック量の推計 

5-2-1 将来ストック量の推計の考え方 

本町における公営住宅等の将来ストック量の推計は、次の考え方により設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ステップ 1：ストック推計結果の整理 

・ストック推計プログラムにて、2040 年度までの著しい困窮年収未満の世帯数の推移

を算出する。 

ステップ 2：住宅ストックの概況の把握 

・平成 30年（2018年）の住宅・土地統計調査結果の結果より、所有関係別の住宅スト

ック数等を把握する。 

ステップ 3：「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

1.民間賃貸住宅の市場家賃等の把握 

・平成 30年（2018年）の住宅・土地統計調査結果より、延べ床面積区分・家賃帯別民

営借家数を把握する。 

2.「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の考え方の設定 

・「低廉な家賃」については、佐賀県の住宅扶助費一般基準上限額を考慮して設定する。 

・「一定の質」については、建築時期より耐震性の有無を考慮し設定する。 

3.「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

・「居住室の畳数・家賃帯別民営借家数」の表を考慮しながら、現在の「低廉な家賃か

つ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数を算定する。 

ステップ 4：著しい困窮年収未満世帯への対応と 2029年度の目標管理戸数の設定 

・「対応可能量」が「必要量」を上回ることを検証しつつ、公営住宅の 2029 年度の目

標管理戸数を設定する。 

・2040 年度までの著しい困窮年収未満の世帯数（＝必要量）の推移とともに、将来の

総世帯数の減少等を勘案しつつ、受け皿となる公営住宅、低廉な家賃かつ一定の質

が確保された民間賃貸住宅（＝対応可能量）の推移を整理する。 
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5-2-2 将来ストック量の推計 

ステップ 1：ストック推計結果の整理 

公営住宅等の需要の見通しの検討にあたり、公営住宅等長寿命化計画策定指針（改

定）（国土交通省／平成 28年 8月）にて示された「ストック推計プログラム（将来の

「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計）を活用し推計した。 

推計結果から、本町における公営住宅施策対象世帯数は、2040年時点で 459世帯と

なっており、平成 27（2015）年度時点の 533 世帯から 74 世帯が減少する見通しとな

っている。 

 

■公営住宅等需要に関わる世帯数の推計               （単位：世帯、戸数） 

年 
2015年 

（H27） 

2020年 

（R2） 

2025年 

（R7） 

2030年 

（R12） 

2035年 

（R17） 

2040年 

（R22） 

人口 17,178 17,457 18,009 17,679 17,284 16,962 

総世帯数 6,177 6,990 7,088 6,962 6,920 6,924 

公営住宅施策対象世帯数 533 521 522 504 480 459 

 総世帯数に対する割合 8.7% 8.4% 8.5% 8.3% 8.2% 8.1% 

著しい困窮年収未満世帯数 245 239 228 216 205 194 

  総世帯数に対する割合 4.0% 3.9% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 

※1 2015 年、2020 年の人口及び総世帯数は実績値 

※2 2015 年の公営住宅施策対象世帯数及び著しい困窮年収未満世帯数は人口及び総世帯数を

基に算出した値 
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ステップ 2：住宅ストックの概況の把握 

本町の住宅ストックの状況は下表のとおりとなっている。 

平成 30 年（2018 年）住宅・土地統計調査では、居住世帯のある住宅の専用住宅の

うち、持ち家が 69.1％、民営借家 22.0％、給与住宅 2.1％となっている。 

 

2018 年 住宅・土地統計調査 

  戸数   戸数   戸数   戸数 割合 ※2 

住宅
総数 

6,990 
※1 

居住世
帯のあ
る住宅 

6,560 

専用住宅 

6,540 持ち家 4,520 69.1% 

公営の借家 200 3.1% 

都市再生機構
(UR)・公社の借
家 

- - 

民営借家 1440 22.0% 

給与住宅 140 2.1% 

店舗その
他の併用
住宅 

20   

居住世
帯のな
い住宅 

830 

空家 

830 二次的住宅 ※4 - - 

賃貸用の住宅 580 69.9% 

売却用の住宅 10 1.2% 

その他の住宅 240 28.9% 

一時現在
者のみの
住宅 ※3 

-   

建築中の
住宅 

-   

資料：平成 30 年（2018 年）住宅・土地統計調査 

 

※1 住宅・土地統計調査の数値は，表章単位未満の位で四捨五入されているため，総数と内訳

の合計は必ずしも一致しない。 

※2 2018 年住宅・土地統計調査の専用住宅（6,560戸）又は空家（830 戸）に対する割合。 

※3 「一時現在者のみの住宅」とは、昼間だけ使用しているとか、何人かの人が交代で寝泊ま

りしているなど、そこに普段居住しているものが一人もいない住宅 

※4 「二次的住宅」とは、別荘及び残業で遅くなった時に寝泊まりするなど、たまに寝泊まり

している人がいる住宅 
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ステップ 3：「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

③-1 民間賃貸住宅の市場家賃の把握 

本町における民間賃貸住宅の市場家賃を把握するため、2018年の住宅・土地統計

調査の結果より、「居住室の畳数・家賃帯別民営借家数」を次ページの表に整理した。 

 

③-2 「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の考え方の設定 

本町における「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」として、次

の 2点を考慮し、設定する。 

 

〇佐賀県の3級地の住宅扶助費一般基準上限額（下表）を考慮し、1人世帯は30,000

円未満、2人以上の世帯は 40,000円未満を「低廉な家賃」と設定する。 

〇住宅面積が約 30㎡以上（1人世帯の最低居住面積水準は上回るストックを対象）

であること、かつ、耐震性が確保されていると考えられる昭和 56年（1981年）

以降に建設されたストックであることを「一定の質」と設定する。 

 

佐賀県の 3級地の住宅扶助費一般基準上限額 

級地 1 人 2 人 3～5 人 6 人 7 人以上 

３級地 29,000円 35,000円 38,000円 41,000円 45,000円 

 

■最低居住面積水準 

世帯数 単身者 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 

住戸面積 25 ㎡ 30 ㎡ * 40 ㎡ * 50 ㎡ * 60 ㎡ * 70 ㎡ * 

* 2 人以上の世帯は、10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡より算出 

資料：住生活基本計画（全国計画）平成 28 年 3 月 28日版 

 

■所有関係別、建築時期別住宅数                    （単位：戸） 

建築の時期 総数 持ち家 借家 
民営借家 

給与住宅 
 (割合) 

昭和 45 年以前 450 430 20 20 1.4% - 

昭和 46 年～55 年 700 530 170 30 2.1% - 

昭和 56 年～平成 2 年 1,240 970 270 130 9.0% 80 

平成 3 年～12 年 1,940 1,520 420 420 29.2% - 

平成 13 年～22 年 950 560 390 330 22.9% 60 

平成 23 年～27 年 700 260 450 450 31.3% - 

平成 28 年～30 年 9 月 170 160 10 10 0.7% - 

総数 6,560 4,520 1,780 1,440 100.0% 140 

資料：平成 30 年（2018 年） 
住宅・土地統計調査 

  「昭和 56 年以降に建設された民間借家率 93.1％ 
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③-3 「低廉な家賃かつ一定の質が確保された賃貸住宅」数の算定 

前述の下表等に示すように、平成 30 年（2018 年）住宅・土地統計調査の「居住室

の畳数・家賃帯別民営借家数」から、本町における「低廉な家賃かつ一定の質が確保

された民間賃貸住宅」を 241戸と設定する。 

 

■借家の住宅規模別家賃の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 30 年（2018 年）住宅・土地統計調査 

 

■借家の住宅規模別家賃の状況                     （単位：戸） 

居住室の畳数 総数 
1万円 
未満 

1～2万円 
未満 

2～4万円 
未満 

4～6万円 
未満 

6～8万円 
未満 

8万円以上 

11.9畳以下 
(約 20㎡以下） 

370 - - 140 230 - - 

100.0% - - 37.8% 62.2% - - 

12.0～17.9 
(約 20～30㎡） 

180 30 60 40 40 - - 

100.0% 16.7% 33.3% 22.2% 22.2% - - 

18.0～23.9 
(約 30～40㎡） 

680 120 40 30 290 30 - 

100.0% 17.6% 5.9% 4.4% 42.6% 4.4% - 

24.0～29.9 
(約 40～50㎡） 

230 - 10 90 20 90 - 

100.0% - 4.3% 39.1% 8.7% 39.1% - 

30.0畳以上 
(約 50㎡以上） 

320 10 20 20 40 190 30 

100.0% 3.1% 6.3% 6.3% 12.5% 59.4% 9.4% 

借家総数 
1,780 150 130 320 630 320 30 

100.0% 8.4% 7.3% 18.0% 35.4% 18.0% 1.7% 

資料：平成 30 年（2018 年）住宅・土地統計調査 

 

 

 

※18.0～23.9(約 30～40 ㎡）の 2～4 万円未満については、1 人世帯は 3 万円を「低廉な家賃」

としたため、30 戸の半分の 15 戸をストック率に計上  

本町における「低廉な家賃かつ一定の質」を確保した民間賃貸住宅 

民営借家総数 1,440 戸×「上記表の網掛け部のストック率：18％」 

×「昭和 56 年以降に建設された民間借家率 93％」≒241 戸 
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ステップ 4：著しい困窮年収未満世帯への対応と 2029年度の目標管理戸数の設定 

④-1 2029年度の目標管理戸数の設定 

本町では、町営住宅の役割を著しい困窮年収未満世帯の対応とし、2029年度の目

標管理戸数を設定する。 

推計では、著しい困窮年収未満世帯数は減少傾向にあり、2030年には 216世帯と

なっている。2014年以降の町営住宅入居世帯数の推移（実績値）を見ても、減少傾

向にあり、2019年には 198世帯となっている 

以上より、本計画では、2029年度の目標管理戸数について、著しい困窮年収未満

世帯数の推計値及び町営住宅入居世帯数の推移等を基に、200戸と設定する。 

 

目標管理戸数（2029 年度） ： 200 戸 

 

 

 

■著しい困窮年収未満世帯数の推計                 （単位：世帯、戸数） 

年 
2015年 

（H27） 

2020年 

（R2） 

2025年 

（R7） 

2030年 

（R12） 

2035年 

（R17） 

2040年 

（R22） 

著しい困窮年収未満世帯数 245 239 228 216 205 194 

  総世帯数に対する割合 4.0% 3.9% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 

  

■2014 年から 2019 年までの町営住宅入居世帯数の推移（地域優良賃貸住宅を除く） 

 

※1 2014～18 年の入居世帯数は、4 月 1 日時点 

※2 2019 年の入居世帯数は、12 月 19 日時点 

  

0

50

100

150

200

250

300

2014年

（H26）

2015年

（H27）

2016年

（H28）

2017年

（H29）

2018年

（H30）

2019年

（R元）

園部団地 割田団地 本桜団地

(世帯数)

235 227 220 216
198

243
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④-2 民間賃貸住宅等を含めた著しい困窮年収未満世帯への対応 

2029年度の目標管理戸数を 200戸と設定した場合の民間賃貸住宅を含めた著しい

困窮年収未満世帯への対応可能量を算出する。 

下記の対応総括表を見ると、各年の対応可能量は、著しい困窮年収未満世帯数を

大きく上回っており、2029年度の目標管理戸数 200戸で十分に対応できると考えら

れる。 

 

■著しい困窮年収未満世帯への対応総括表  

  現状値 推計値 備考 

時期（単位・年度） 2015 
（H27） 

2020 
（R2） 

2025 
（R7） 

2030 
（R12） 

2035 
（R17） 

2040 
（R22） 

 

1.総世帯数（単位・世帯） 6,177 6,990 7,088 6,962 6,920 6,924   

100.0% 113.2% 114.7% 112.7% 112.0% 112.1% 

2.公営住宅施策対象世帯数（単
位・世帯）推計結果 

533 521 522 504 480 459   

100.0% 97.7% 97.9% 94.6% 90.1% 86.1% 

3.著しい困窮年収未満世帯数
（単位・世帯）推計結果 

245 239 228 216 205 194  

100.0% 97.6% 93.1% 88.2% 83.7% 79.2% 

4.対応 
(単位・戸) 

低家賃か
つ一定の
質が確保
された
UR・公社
住宅等 

UR 0 0 0 0 0 0   

公社 0 0 0 0 0 0   

その他公
的賃貸 

0 0 0 0 0 0   

小計 0 0 0 0 0 0   

低家賃か
つ一定の
質が確保
された民
間賃貸住
宅等 

民間賃貸
住宅 

241 273  277  272  270  270  世帯数の増減率を
考慮して各年度の
推計値を設定。 

賃貸用の
空き家 

97 110  111  109  109  109  世帯数の増減率を
考慮して各年度の
推計値を設定。 

小計 338  383  388  381  379  379   

公営住宅 町営 
（地域優
良賃貸住
宅を除
く） 

247 200 200 200 200 200 2029年の目標管理
戸数を各年度の推
計値に設定。 

県営 72 72 72 72 72 72  

小計 319  272  272  272  272  272   

合計・・対応可能量 657  655  660  653  651  651  
 

【参考】地域優良賃貸住宅 30 30 30 30 30 30  

*1 民間賃貸住宅については、平成 30 年（2018 年）住宅・土地統計調査の結果を現状値として想定して

いる。 

*2 空き家のうち、低家賃かつ一定の質が確保されたストックが民間賃貸住宅と同程度存在するものと仮

定し算出。（低家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅割合＝241÷1,440＝約 17％×空き家（賃

貸用）：580） 
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② 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 ① 団地敷地の現在の立地
環境等の社会的特性を
踏まえた管理方針 

5-2 1次判定 

1 次判定では、団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針、住

棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性の 2 段階の検討から事業手法を仮

設定する。 

 

■１次判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① ①-1需要 
①-2 効率性 
①-3立地 

○： 
3 項目全
て適する 

×： 
左記以外 

 改善不要 改善が必要 
優先的な対応が

必要（改善可能） 

優先的な対応

が必要（改善不

可能） 

継続管理す

る団地 

A1 

維持管理 

A2 

改善、又は 

建替 

A3 

優先的な改善、

又は優先的な 

建替 

A4 

優先的な建替 

維持管理に

ついて判断

を留保する

団地 

B1 

維持管理、又

は用途廃止 

B2 

改善、建替、

又は用途廃

止 

B3 

優先的な改善、

優先的な建替、

又は優先的な用

途廃止 

B4 

優先的な建替、

又は優先的な

用途廃止 

 

○：不要 ×：必要 
 

×：不可能 ○：可能 

○：不要 ×：必要 

②-2 
居住性に係る改善
の必要性 
 

②-3 
躯体・避難の安全
性に係る改善の可
能性 

②-1 
躯体・避難の安全性
に係る改善の必要性 
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①団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を次の判定基準に

より判定する。 

 

【判定基準】 

判定項目 判定手法 

①-1 

需要 

空き家率が低い、また、過去 4 年間に団地全体で新規入居者がいるか等、需要

が高い団地かどうかを基準とする。 

〇：空き家率が 20％未満かつ H27 から 30 年度までに入居者がいる団地 

×：上記以外 

①-2 

効率性 

建替を想定した場合、一定規模以上の団地でなければ非効率となるため、敷地

規模や形状、接道条件等が適当かどうかを基準とする。 

○：敷地面積がおおむね 1,000 ㎡以上でかつ幅員が概ね 5ｍ以上の道路に接し

ている。 

×：敷地面積がおおむね 1,000 ㎡未満または敷地条件（接道状況等）に問題が

あり、効率的な利用が困難である。 

①-3 

立地 

a.利便性 用途地域の指定状況、公共交通機関や生活利便施設、教育施

設等が近接しており、利便性が高い団地かどうかを基準とす

る。 

〇：住居系用途地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地

域で、指定容積率 200％以上の団地（用途地域に連たんし

ている区域を含む） 

〇：用途の指定されていない区域は、団地周辺 800ｍ圏内（徒

歩圏）にバス停があり、かつ小学校、商業施設（スーパ

ー、コンビニ）、医療機関（病院、診療所）、福祉施設（高

齢者施設、子育て関連施設等）のうち 2 種類以上が立地

する団地 

×：上記以外 

b.地域バラン

ス 

近隣に同種別の団地がなく、地域の公営住宅等の需要を支え

る唯一の団地かどうかを基準とする。 

○：団地周辺 500ｍ圏が隣接する団地と重ならない 

×：上記以外 

c.災害危険区

域等の内外 

災害危険区域等（団地敷地が「土砂災害危険箇所」、「土砂

災害警戒区域」、「浸水想定区域」）に該当するかどうかを

基準とする。ただし、個別の敷地に応じて、判断する。 

○：災害危険区域外 

×：災害危険区域内 

○：a 又は b が○、かつｃが○の団地 

×：上記以外 

○（継続管理する団地）：①-1、①-2、①-3 の全てが○ 

×（継続管理について判断を留保する団地）：上記以外 
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②住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

住棟の現在の物理的評価について次の判定基準によって評価し、住棟の改善の必要

性や可能性を判定する。 

 

【判定基準】 

判定項目 判定手法 

②-1 

躯体・避難の安

全性に係る改

善の必要性 

a.躯体の安全性 建築基準法の新耐震基準（昭和 56 年 6 月 1 日施行）への適

合状況を基準とする。 

〇：以下のいずれかを満たす住棟 

・新耐震基準施行後に建設された住棟 

・新耐震基準施行前に建設された住棟において耐震診断を

実施し、耐震性に問題なしと判断された住棟 

・簡易耐火（ブロック造）による低層住棟、耐火の壁式住

棟の場合は問題なしと判断。 

×：上記以外 

b.避難の安全性 二方向避難の確保、防火区画の確保が、現在の避難・防火規

定に適合しているかどうかを基準とする。 

〇：避難の安全性が確保されている住棟 

×：避難の安全性が確保されていない住棟 

〇：a かつ b が〇 

×：上記以外 

②-2 

居住性に係る

改善の必要性 

a.住戸面積 〇：戸当たり住宅専用面積が 30 ㎡以上の住棟 

×：上記以外 

b.バリアフリー 〇：「共用階段への手すり設置あり、または共用階段なし」 

「住戸内段差の解消済」、「住戸内手すり 2 か所設置済」の全

てに該当する住棟 

×：上記以外 

c.浴室 〇：浴室スペースあり 

×：浴室スペースなし 

d.3 か所給湯 〇：3 か所給湯あり 

×：3 か所給湯なし 

e.下水道・浄化

槽 

〇：下水道への接続、または合併処理浄化槽・コミュニティ

プラントの設置あり 

×：上記以外（単独浄化槽を含む） 

快適な生活に十分な住棟の居住性の目安として、住戸規模、共用階段への手す

り、浴室、3 か所給湯、排水方式の状況を基準とする。 

〇：a～e が全て○ 

×：上記以外 

②-3 

躯体・避難の安

全性に係る改

善の可能性 

躯体・避難の安全性が確保されていない住棟のうち、耐用年数が残っており、

改善の可能性があるかどうかを基準とする。 

〇：未耐震住棟のうち耐用年数が 10 年以上残っている住棟 

×：上記以外 
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【１次判定結果】 

 

団地名 種別 棟番号 構造 
建設 

年度 
棟数 

管理

戸数 

①社会的特性を踏まえた管理方針 ②物理的特性による改善の必要性・可能性 

1 次判定結果 ①-1 

需要 

①-2 

効率性 

①-3 

立地 
評価 

②-1 躯体・避難の

安全性に係る改善

の必要性 

②-2 居住性に係

る改善の必要性 

②-3 躯体・避難の

安全性に係る改善

の可能性 

園部 

公営  簡平 Ｓ４１ 5 13 × 〇 × × 〇 × － B2 改善、建替、又は用途廃止 

公営  簡平 Ｓ４２ 8 18 × 〇 × × 〇 × － B2 改善、建替、又は用途廃止 

公営  簡平 Ｓ４３ 7 19 × 〇 × × 〇 × － B2 改善、建替、又は用途廃止 

公営  簡平 Ｓ４４ 6 13 × 〇 × × 〇 × － B2 改善、建替、又は用途廃止 

公営  簡平 Ｓ４９ 1 4 × 〇 × × 〇 × － B2 改善、建替、又は用途廃止 

割田 

公営 RC-1 中層耐火 Ｓ４６ 1 16 〇 〇 〇 〇 〇 × － A2 改善、又は建替 

公営 RC-2 中層耐火 Ｓ４７ 1 20 〇 〇 〇 〇 〇 × － A2 改善、又は建替 

公営 RC-3 中層耐火 Ｓ４８ 1 24 〇 〇 〇 〇 〇 × － A2 改善、又は建替 

本桜 

公営 RC-1 中層耐火 Ｓ５４ 1 24 × 〇 〇 × 〇 × － B2 改善、建替、又は用途廃止 

公営 RC-2 中層耐火 Ｓ５５ 1 24 × 〇 〇 × 〇 × － B2 改善、建替、又は用途廃止 

公営 RC-3 中層耐火 Ｓ５７ 1 24 × 〇 〇 × 〇 × － B2 改善、建替、又は用途廃止 

公営 RC-5 中層耐火 Ｓ５９ 1 24 × 〇 〇 × 〇 × － B2 改善、建替、又は用途廃止 

公営 RC-6 中層耐火 Ｈ１ 1 24 〇 〇 〇 〇 〇 × － A2 改善、又は建替 

アモー

レ・グラ

ンデ基山 

地優賃  中層耐火 R１ 1 30 〇 〇 〇※ 〇 〇 〇 － A1 維持管理 

※浸水想定区域内であるものの、ほとんどが 0m～0.5m 未満の区域であり、かつ、1 階部分は駐車場利用、2 階から 6階が居住利用となっているため、〇と判断 
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5-3 2次判定 

1 次判定の結果より、事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟を対象（A

グループ：継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団地・住棟、B

グループ：継続管理について判断を留保する団地）として、次の 2 段階の検討から事

業手法を仮設定する。 

 

■2次判定フロー 

 改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必

要（改善可能） 

優先的な対応が必要

（改善不可能） 

継続管理する 

団地 

A1 

維持管理 

A2 

改善、又は建替 

A3 

優先的な改善、又は

優先的な建替 

A4 

優先的な建替 

維持管理について

判断を留保する団

地 

B1 

維持管理、又は

用途廃止 

B2 

改善、建替、又は

用途廃止 

B3 

優先的な改善、優先

的な建替、又は優先

的な用途廃止 

B4 

優先的な建替、又は

優先的な用途廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要

（改善可能） 

優先的な対応

が必要（改善不

可能） 

継続管理す

る団地 

維持管理 改善 建替 優先的な

改善 

優先的な

建替 

優先的な建替 

当面管理す

る団地（建替

を前提とし

ない） 

当面維

持管理 

用途廃

止 

改善し

当面維

持管理 

用途廃

止 

優先的に

改善し当

面維持管

理 

優先的な

用途廃止 

優先的な建替、

又は優先的な

用途廃止 

 

B グループ 

継続管理について判断を留保する団地 

 

 

② 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

②-1 需要、効率性、立地等を勘案した将来的

な建替えの必要性 

②-2 将来的なストック量 

A グループ 

継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を

留保する団地・住棟 

 

① LCC比較や当面の建替事業量の試算を踏まえ

た事業手法の仮設定 

①-1 LCC の比較による仮設定 

①-2 計画期間内の建替事業量試算による仮設定 

-2 
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①ライフサイクルコスト比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定 

1 次判定において、継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団地

（A グループ）と判定された住戸について、次の考え方により、改善又は建替の事業

手法を仮設定する。 

 

①-1 ライフサイクルコストの比較による仮設定 

継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団地（A グループ）の住

棟を次の判定基準で事業手法を仮設定する。 

 

【判定基準】 

・改善事業を実施する場合と建替事業を実施する場合のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を

比較し、建替事業を実施する方がライフサイクルコストを縮減できる場合に、事業手法を「建

替」と仮設定する。 

〈ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算出の基本的な考え方〉 

 ＬＣＣの算出手順は公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）に準じ、以下の通りとする。 

  1 棟のＬＣＣ縮減効果 ＝ ＬＣＣ（計画前）※1 – ＬＣＣ（計画後）※2   

※1 ＬＣＣ（計画前）＝（建設費＋修繕費＋除却費）／評価期間（改善非実施） 

※2 ＬＣＣ（計画後）＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）／評価期間（改善実施） 

 

①-2 計画期間内の建替事業量試算による仮設定 

①-1において「建替」と仮設定した住棟を次の判定基準で事業手法を仮設定する。 

 

【判定基準】 

・「建替」と仮設定した住棟全てを計画期間内に建替えた場合の事業量を算出する。 

・過去の実績等から、計画期間内に実施可能な建替事業量を試算する。 

・優先順位の高いものから計画期間内の「建替」と仮設定する。 

※1 次判定で「優先的な建替」判定となった住棟や、後述の②-2 において、「優先的な建替」

及び「建替」と仮設定した住棟も踏まえて「建替」する住棟を仮設定する。 
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②将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

1 次判定において、継続管理について判断を留保する団地（B グループ）と判定さ

れた住戸について、次の考え方により、改善又は建替の事業手法を仮設定します。 

 

②-1 需要、効率性、立地等を勘案した将来的な活用の優先順位の設定 

継続管理について判断を留保する団地（B グループ）の住棟について、1 次判定の

需要、効率性、立地等を再度勘案し、将来的な活用の優先順位から、「継続管理する団

地」または「当面管理する団地」を定めます。 

 

 ▼2 次判定②-1 判定基準 

・1 次判定の需要、効率性、立地等の判定による優先順位を次のように設定し、優先順位１～

３を「継続管理する団地」、優先順位４を「当面管理する団地（建替を前提としない）」と

判定します。 

優先順位１：1 次判定の需要○、効率性×、立地等○ 

優先順位２：1 次判定の需要×、効率性〇、立地等○ 

優先順位３：1 次判定の需要○、効率性〇、立地等× 

優先順位４：需要、効率性、立地の○が１つ以下 

 

 

②-2 将来的なストック量 

本町のストック推計においては、将来的にストックが余剰すると見込まれるため、

②-1 の判定により、「当面管理する団地（建替を前提としない）」と判定した団地につ

いては、②-2-1 の手順で、事業手法を仮設定します。「継続管理する団地」と判定し

た団地については、②-2-2 の手順で、事業手法を仮設定します。 

 

▼2 次判定②-2-1 判定基準 

・既に耐用年数を超過している住棟については「用途廃止」または「優先的な用途廃止」と

仮設定します。 

・耐用年数が残っている住棟のうち改善が必要な住棟については、「改善し当面維持管理」ま

たは「優先的に改善し当面維持管理」と仮設定します。 

・長寿命化を既に実施している住棟については、「当面維持管理」と仮設定します。 

 

▼2 次判定②-2-2 判定基準 

・残り耐用年数が 20 年未満の住棟については、「優先的な建替」または「建替」と仮設定し

ます。 

・残り耐用年数が 20 年以上の住棟については、「優先的な改善」または「改善」と仮設定し

ます。 
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【２次判定結果】 

 

団地名 種別 棟番号 構造 
建設

年度 

経過

年数 
棟数 

管理

戸数 
1次判定結果 

①ライフサイクルコスト比較や当面の建替

事業量の試算を踏まえた事業手法の仮

設定 

②将来のストック量を踏まえた事業手法の仮

設定 

２次判定結果 
①-1 ライフサイク

ルコストの比較によ

る仮設定 

①-2 計画期間内

の建替事業量試算

による仮設定 

②-1 需要、効率性、

立地等を勘案した将

来的な建替の必要性 

②-2 将来的なス

トック量 

園部 

公営  簡平 Ｓ４１ 54 5 13 B2 改善、建替、又は用途廃止 － － 当面管理する団地 用途廃止 用途廃止 

公営  簡平 Ｓ４２ 53 8 18 B2 改善、建替、又は用途廃止 － － 当面管理する団地 用途廃止 用途廃止 

公営  簡平 Ｓ４３ 52 7 19 B2 改善、建替、又は用途廃止 － － 当面管理する団地 用途廃止 用途廃止 

公営  簡平 Ｓ４４ 51 6 13 B2 改善、建替、又は用途廃止 － － 当面管理する団地 用途廃止 用途廃止 

公営  簡平 Ｓ４９ 46 1 4 B2 改善、建替、又は用途廃止 － － 当面管理する団地 用途廃止 用途廃止 

割田 

公営 RC-1 中層耐火 Ｓ４６ 49 1 16 A2 改善、又は建替 改善 － － － 改善 

公営 RC-2 中層耐火 Ｓ４７ 48 1 20 A2 改善、又は建替 改善 － － － 改善 

公営 RC-3 中層耐火 Ｓ４８ 47 1 24 A2 改善、又は建替 改善 － － － 改善 

本桜 

公営 RC-1 中層耐火 Ｓ５４ 41 1 24 B2 改善、建替、又は用途廃止 － － 継続管理する団地 改善 改善 

公営 RC-2 中層耐火 Ｓ５５ 40 1 24 B2 改善、建替、又は用途廃止 － － 継続管理する団地 改善 改善 

公営 RC-3 中層耐火 Ｓ５７ 38 1 24 B2 改善、建替、又は用途廃止 － － 継続管理する団地 改善 改善 

公営 RC-5 中層耐火 Ｓ５９ 36 1 24 B2 改善、建替、又は用途廃止 － － 継続管理する団地 改善 改善 

公営 RC-6 中層耐火 Ｈ１ 31 1 24 A2 改善、又は建替 改善 － － － 改善 

アモーレ・ 

グランデ基山 
地優賃  中層耐火 Ｒ１ 1 1 30 A1 維持管理 － － － － 維持管理 
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5-4 ３次判定 

3次判定では、1次・2次判定を踏まえ、集約や再編等の可能性、事業費の試算及び

事業実施時期の調整、長期的な管理の見通しを検討した上で、計画期間内に実施可能

な事業手法を決定します。 

 

【判定基準】 

項目 判定の内容・考え方 

①集約・再編等の可

能性を踏まえた団

地・住棟の事業手

法の再判定 

・1 次、2 次判定を踏まえ、集約や再編の検討対象となり得る団地等につい

ては、効率的な事業実施のため、事業手法を必要に応じて再検討し、総

合的な検討を行う。 

②事業費の試算及

び 事 業 実 施 時 期

の調整 

・中長期的な期間（令和 2～32 年度）のうちに想定される新規整備事業、

改善事業、建替事業等に係る事業量及び事業費が偏在しないよう事業実

施時期を調整して各事業の実施時期を決定する。 

③長期的な管理の見

通しの作成 

・これまで検討した事業実施時期を基づき、長期的な管理の見通しを作成

する。 

④計画期間における

事業手法の決定 

・長期的な管理の見通しに基づき、本計画期間内に実施する予定事業を決

定する。 

（国土交通省・公営住宅等長寿命化計画策定指針に基づき設定） 

 

①集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

地域の実情等を考慮し、集約・再編等の可能性を踏まえ、以下の団地の事業手法の

再判定を行います。 

 

【集約・再編等の可能性を踏まえた再判定結果】 

団地名 
建設

年度 
棟数 

管理

戸数 

２次判定 

結果 

３次判定 

結果 
３次判定における検討内容 

園部 

Ｓ４１ 5 13 

用途廃止 建替 

園部団地を用途廃止とした場合、目標

管理戸数（200戸）を下回ることから、

住宅に困窮する低額所得者に対する

一定の生活サービスの提供のため、

「建替」とする。 

建替戸数等は、予算等を考慮し、調整

するものとする。 

Ｓ４２ 8 18 

Ｓ４３ 7 19 

Ｓ４４ 6 13 

Ｓ４９ 1 4 
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②事業費の試算及び事業実施時期の調整 

事業費の試算及び事業実施時期の調整を検討し、事業手法の再判定を行います。 

調整の結果、事業手法の再判定はありません。 

 

③長期的な管理の見通しの作成 

これまで検討した判定等に基づき、2020 年度～2049 年度までの長期的な管理の見

通しを作成します。 

 

【長期的な管理の見通し】 

 

 

  

公営 簡平 Ｓ４１ 54 5 13 建替 維持管理 維持管理

公営 簡平 Ｓ４２ 53 8 18 建替 維持管理 維持管理

公営 簡平 Ｓ４３ 52 7 19 建替 維持管理 維持管理

公営 簡平 Ｓ４４ 51 6 13 建替 維持管理 維持管理

公営 簡平 Ｓ４９ 46 1 4 建替 維持管理 維持管理

公営 RC-1
中層
耐火

Ｓ４６ 49 1 16 改善 維持管理 建替

公営 RC-2
中層
耐火

Ｓ４７ 48 1 20 改善 維持管理 建替

公営 RC-3
中層
耐火

Ｓ４８ 47 1 24 改善 維持管理 建替

公営 RC-1
中層
耐火

Ｓ５４ 41 1 24 改善 維持管理 建替

公営 RC-2
中層
耐火

Ｓ５５ 40 1 24 改善 維持管理 建替

公営 RC-3
中層
耐火

Ｓ５７ 38 1 24 改善 維持管理 維持管理

公営 RC-5
中層
耐火

Ｓ５９ 36 1 24 改善 維持管理 維持管理

公営 RC-6
中層
耐火

Ｈ１ 31 1 24 改善 維持管理 維持管理

アモーレ・
グランデ基山

地優賃
中層
耐火

R1 1 1 30 維持管理 維持管理 改善

2030～
2039年の実
施計画

2040～
2049年の実
施計画

棟数
管理
戸数

園部

割田

本桜

2020～
2029年の実
施計画

団地名 種別 棟番号 構造
建設年
度

経過
年数
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④計画期間における事業手法の決定 

長期的な管理の見通しに基づき、本計画期間内に実施する予定事業を決定します。 

 

【計画期間における事業手法】 

 

 

【計画期間における事業手法別戸数表】 

 計画期間内（2020～2029年） 

公営住宅等管理戸数 277戸 

 

・新規整備事業予定戸数 ― 

・維持管理予定戸数 210戸 

 

うち計画修繕対応戸数 30戸 

うち改善事業予定戸数 180戸 

うちその他戸数 ― 

・建替事業予定戸数 67戸 

・用途廃止予定戸数 ― 

※ 戸数は、2020 年の現状値を記載。（建替事業予定戸数は、現在の建替対象となる戸数であ

り、建替後の戸数ではありません） 

  

公営 簡平 Ｓ４１ 54 5 13 建替

公営 簡平 Ｓ４２ 53 8 18 建替

公営 簡平 Ｓ４３ 52 7 19 建替

公営 簡平 Ｓ４４ 51 6 13 建替

公営 簡平 Ｓ４９ 46 1 4 建替

公営 RC-1 中層耐火 Ｓ４６ 49 1 16 改善

公営 RC-2 中層耐火 Ｓ４７ 48 1 20 改善

公営 RC-3 中層耐火 Ｓ４８ 47 1 24 改善

公営 RC-1 中層耐火 Ｓ５４ 41 1 24 改善

公営 RC-2 中層耐火 Ｓ５５ 40 1 24 改善

公営 RC-3 中層耐火 Ｓ５７ 38 1 24 改善

公営 RC-5 中層耐火 Ｓ５９ 36 1 24 改善

公営 RC-6 中層耐火 Ｈ１ 31 1 24 改善

アモーレ・
グランデ基山

地優賃 中層耐火 R1 1 1 30 維持管理

割田

本桜

棟数 管理戸数
計画期間内に
おける事業手法

園部

団地名 種別 棟番号 構造 建設年度 経過年数
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６．点検の実施方針 

公営住宅の点検については、全公営住宅に対する点検・診断を実施するものとし、

その結果に基づく必要な対策の実施、点検・診断結果や対策履歴等の情報の記録及

び次の点検・診断等への活用という「メンテナンスサイクル」を構築し、そのサイ

クルの中で有効に機能するよう、次のように実施方針を設定します。 

 

■定期点検 

・法定点検については、法令に基づく適切な点検を実施します。 

・法定点検の対象外となる住棟（100 ㎡未満の住棟等）については、建築基準法第 12

条の規定に準じ、同様の点検を実施するものとします。 

 

■日常点検 

・法定点検とは別に、外観からの目視により容易に確認することが可能な部位等に

ついては、年に一度程度、定期的に日常点検を実施します。 

・日常点検は、建築基準法第 12 条で規定する有資格者以外のもの（事業主体の担当

者等）による実施も可能な簡便なものとします。 

・点検項目は、「公営住宅等日常点検マニュアル（平成 28 年 8 月 国土交通省住宅

局住宅総合整備課）」を参考に実施するものとします。 

・遊具、外構、自転車置き場等、法定点検にはない点検項目については、適切な維持

管理のため、日常点検において点検し、状況把握するものとします。 

 

■入退去時の点検 

・入居者が専用的に使用する共用部分（バルコニー等）や、住宅内の設備等、住宅

内部に立ち入る必要があり、定期点検、日常点検では把握することが困難な部位

については、入居者の退去時に点検を実施し、点検記録を蓄積します。 

 

■点検記録のデータベース化 

・定期点検、日常点検、入退去時の点検の記録は、修繕や維持管理の計画・実施や次

の点検に活用できるよう整備します。 
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【参考】日常点検項目一覧（「公営住宅等日常点検マニュアル H28 年 8 月（国土交

通省住宅局住宅総合整備課」より） 

 

＜耐火・準耐火建築物＞ 

 

■敷地及び地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築物の外部 
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■屋上及び屋根 

 

 

 

 

 

■避難施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築設備（給水設備及び排水設備） 
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＜木造建築物＞ 

 

■敷地及び地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築物の外部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■屋上及び屋根 

 

 

 

 

■建築設備（給水設備及び排水設備） 
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７．計画修繕の実施方針 

点検結果及びデータベース等の内容を踏まえ、適切な時期に予防保全的な観点か

ら計画的に修繕していくため、次のように実施方針を設定します。 

 

■計画修繕の内容と実施時期 

・計画修繕は、修繕周期表を参考に、住棟別に内容と実施時期を調整します。 

・住棟の劣化状況等から判断し、修繕の必要性の高いものから順に修繕を実施しま

す。 

■工事の効率化 

・工事の効率化を図るため、建設時期の近い住棟の工事時期を分散させたり、同じ

団地内の住棟については同じ時期に修繕したりといった調整を図ります。 

・近い将来用途廃止や建替の対象となっている住棟については、計画修繕を実施せ

ずに当面維持管理するものとし、長寿命化を図るべき住棟を優先的に修繕するも

のとし、コスト削減に努めます。 

・改善事業が予定されている住棟については、改善事業に合わせて、計画修繕を行

うなど、工事の効率化を図ります。 

■点検や実情を踏まえた修繕の実施 

・点検の結果、他の住棟と比較して劣化が進んでいない住棟については、修繕時期

を延期するなど、住棟の実際の状況も十分に踏まえて計画修繕を実施するものと

します。 

■修繕記録のデータベース化 

・修繕を実施した場合、その内容についてデータベース化し、将来の修繕や改善等

の実施に向けて有効に活用できるよう整備に努めます。 
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■修繕の周期（建物） 

【参考】修繕周期表（「公営住宅等日常点検マニュアル H28 年 8 月（国土交通省住

宅局住宅総合整備課」より） 
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８．改善事業の実施方針 

公営住宅ストックを効率的かつ効果的に活用していくため、改善事業については、

居住性向上型、福祉対応型、安全性確保型、長寿命化型の４つの区分とし、限りあ

る予算の中で住棟別に必要性や効果による優先順位を考慮し、適切な改善事業を実

施します。 

 

(1)居住性向上型 

・入居者にとって必要な居住性能を確保する観点から、住戸の状況や世帯の実情

等に応じて、住戸設備等の機能向上を行い、居住性の向上を図る。 

・間取りの変更等、入居者の調整を伴う改善については、空き室を対象に随時実

施する。 

 

＜一般的な改善のイメージ＞ 

・排水処理施設の整備  ・給湯設備の整備  ・トイレの洋式化 

・間取りの変更     ・浴室設置     ・洋室化     等 

 

■本計画期間内において実施するもの 

実施内容 ・給湯設備の整備 ・浴室設置 

対象団地 ・割田  ・本桜 

 

(2)福祉対応型 

・今後、建替え時においては、高齢者等が安心・安全に居住できるよう、住戸・

共用部・屋外のバリアフリー化を進める。 

・また、高齢者等への対応として、入居者の状況に応じた中層階から低層階への

住み替え誘導を検討する。 

 

＜一般的な改善のイメージ＞ 

 ・共用部手摺設置    ・共用部段差解消    ・エレベーター設置 

 ・住戸内の段差解消、手摺設置  ・浴室やトイレのバリアフリー対応 

 

■本計画期間内において実施するもの 

実施内容 ・バリアフリー改善 

対象団地 ・割田  ・本桜 
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  (3)安全性確保型 

・今後必要性が生じた場合、耐震改修等の必要性を確認して躯体安全性を確保す

るほか、非常時に円滑に避難できるよう避難設備や避難経路の適正管理を図る。 

 

＜一般的な改善のイメージ＞ 

・耐震補強（必要に応じ）   ・避難経路の整備  等 

 

■本計画期間内において実施するもの 

実施内容 ・外壁改修 ・屋上防水改修 ・避難設備修繕 

対象団地 

【外壁改修】   ・本桜 

【屋上防水改修】 ・割田  ・本桜 

【避難設備修繕】 ・本桜 

 

 

(4)長寿命化型 

・長期的な活用を図るべき住棟に対して、耐久性の向上や躯体への影響の低減、

維持管理の容易性向上の観点から予防保全的な改善を行う。 

 

＜一般的な改善のイメージ＞ 

・外壁改修   ・シーリング改修   ・屋上防水改修   ・鉄部等塗装 

・給排水設備改修（共用部）   ・避難施設の耐久性向上  等 

 

■本計画期間内において実施するもの 

実施内容 ・外壁改修 ・屋上防水改修 ・避難設備修繕 

対象団地 

【外壁改修】   ・本桜 

【屋上防水改修】 ・割田  ・本桜 

【避難設備修繕】 ・本桜 
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９．建替え事業の実施方針 

園部団地の建替えについては以下の方針に基づき進めるものとする。 

 

■高齢者世帯が安心して住み続けられる団地づくり 

・園部団地では高齢者世帯の比率が高く、今後も更なる増加が見込まれる。そのた

め、建替え後の住宅においては住戸内や共用部のバリアフリー化を行う。 

・また、高齢者福祉・介護関連の施策・事業との連携によるサービス提供を図ると

ともに、地域内での高齢者見守りなどの取組みを活かしながら、安心・安全に住

み続けられる住環境づくりを進める。 

■多様な世代が暮らす団地づくり 

・若年層の定住の受皿として、ファミリー世帯などの居住に対応できる住戸を確保

し、活気あるコミュニティの維持・形成に配慮する。 

・高齢者単身・夫婦世帯を想定した 1DK、2DKなどの間取りタイプを確保し、世帯人

数に対応した適切な居住水準の確保に努める。 

■地域コミュニティ形成への配慮 

・建替え時の仮移転や、建替え後の家賃上昇などの環境変化に不安を持つ入居者も

多いと考えられるため、整備の具体化にあたっては入居者との十分な調整を図る

とともに、段階的な建替え整備などにより入居者負担の軽減に努める。 

■民間活力の導入 

・建替えやその後の管理運営について、コスト削減や入居者へのサービスの向上を

図るため、必要に応じて民間活力の導入を検討します 

■居住者との合意形成 

・建替事業の実施においては、居住者の意向を事業に反映させるため、計画段階で

説明会、勉強会等を開催するなど、居住者の意向を踏まえた事業の実施に努めま

す。 

■入居者負担に配慮した建替えの推進 

・居住継続・転出に関する調整、転出時の準備期間などを十分に考慮した建替え工

程とする必要がある。また、仮移転や戻り入居など入居者の移動に伴う負担をな

るべく軽減できるような移転ローリング計画とする必要がある。 

・整備を進めるにあたっては、必要に応じて建替え工区を複数に分割するなど、移転

等の負担がなるべく少ない進め方を検討する。 
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１０．長寿命化のための事業実施計画 

 

10-1 住棟単位の修繕・改善事業等一覧 

本計画期間内（令和 2 年度～11 年度）において、長寿命化に向けた各種改善事業

を行う住棟を下表に整理する。なお、財政状況等により事業予定年度は変更となる

可能性がある。 

 

＜維持・改善に係る事業予定一覧＞ 

 

 

10-2 建替えに係る事業予定一覧 

本計画期間内（令和 2 年度～11 年度）において、建替え事業を進める住棟につい

て下表に整理する。建替え事業における地盤調査については、令和５年度に実施す

る。建替予定年度については今後調整を図っていく。 

＜建替えに係る事業予定一覧＞ 
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１１．長寿命化のための維持管理による効果 

 

11-1 長寿命化によるライフサイクルコスト算定の考え方 

長寿命化型改善を実施する団地及び住棟を対象に、本計画に基づく予防保全的な

維持管理を行うことの効果として、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の改善効果を

算定する。 

 

＜ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算定の基本的な考え方＞ 

 

住棟単位のＬＣＣ改善効果（千円／棟・年）＝ＬＣＣ（計画前）－ＬＣＣ（計画後） 

 

ＬＣＣ（計画前）＝（修繕費＋建替え費用）／建設～建替までの使用年数 

・長寿命化計画に基づく改善事業を実施しない場合の、建設時点から次回の建替えまで

に要するライフサイクルコスト。従来の建替え前住棟の築年数など一般的な年数設定

等により算定。 

 

  ■想定使用年数 

耐火造 ………… 50 年 （長寿命化計画策定指針の算出例より） 

 

ＬＣＣ（計画後）＝（修繕費＋改善費＋建替え費用）／建設～建替までの使用年数 

・長寿命化計画に基づく改善事業を実施する場合の、建設時点から次回の建替えまでに

要するライフサイクルコスト。長寿命化型改善を実施する場合に想定される使用年数

設定等により算定。 

 

  ■想定使用年数 

耐火造 ………… 70 年 （長寿命化計画策定指針の算出例より） 

 

＜参考:修繕周期と修繕コストの考え方＞ 

【修繕周期】 

・長寿命化改修の修繕周期目安は 20～30 年（建物躯体に係る外壁改修、屋上防

水改修は 20 年、配管等設備は 30 年）に設定した。 

【修繕コスト・建替えコスト】 

・修繕等に要するコストについては、これまでの改修工事費等の実績を参考とし

て設定した。 

・建替えに要するコストについては、国交省・標準建設費（「平成 24 年度におけ

る住宅局所管事業に係る標準建設費等について」）から算出した。 
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＜ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算定イメージ＞ 
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11-2 ライフサイクルコストの改善効果 

破損や劣化等に応じた対処療法型の維持管理から、適切な時期に修繕及び耐久性向

上に資する改善を行う予防保全型の維持管理に切り替えることで長寿命化が図られ、

ライフサイクル全体でのコスト縮減につながる。 

建物の長寿命化によるライフサイクルコスト（LCC）の縮減効果について、国交省・

長寿命化計画策定指針の考え方に基づき算定すると、長寿命化に向けた各種改善を行

う各団地・住棟全体で、年間合計 13,434 千円（１棟あたり平均 1,679 千円／年）の

ライフサイクルコスト縮減が得られる。 

いずれの住棟においても年平均改善額はプラスであり、ライフサイクルコストの縮

減効果があると判断できる。 

 

＜ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の改善効果＞ 

団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度 LCC縮減効果(千円/年) 

割田 

RC-1 16 中層耐火 S46 798 

RC-2 20 中層耐火 S47 1,234 

RC-3 24 中層耐火 S48 1,319 

本桜 

RC-1 24 中層耐火 S54 1,900 

RC-2 24 中層耐火 S55 1,875 

RC-3 24 中層耐火 S57 2,182 

RC-5 24 中層耐火 S59 2,214 

RC-6 24 中層耐火 H1 1,911 

 

 


